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学務規定 

 

本校の教育方針および実態を考慮し、教務規定を次のように定める。 

 

第１章 総 則 

第 １ 条 本校が定める教育課程（各教科・科目）はすべて履修し、これを習得するものとす

る。ただし特別活動は履修のみとする。 

 

第２章 校 時 

第 ２ 条 本校の始業および終業の時刻は次のとおりとする。 

課 程 始業時刻 終業時刻 
実 習 期 間 

始業時刻 終業時刻 

工業専門課程  ９：00 16：10 ９：00 17：00 

文化・教養 

課 程 

第１部 ９：00 12：10 ― ― 

第２部 13：00 16：10 ― ― 

※ 実習期間は、工業専門課程のみとし原則として 8月中旬より 11月上旬までとする。 

 

第３章 成績評定 

（評価のあり方） 

第 ３ 条 評価は日常学生の学習活動の効果を分析し、学生の実態に即した教育方法の工夫と

学習意欲の高揚に結びつかねばならない。 

第 ４ 条 評価は、各教科・科目の目標に照らしてその方法をまとめ、公正を欠かないように

科目担当者が行う。 

第 ５ 条 特別活動（学校行事・行動評価等）については、その目標に応じ当該担任が共通の

方法で行う。 

（評価・評定の基準） 

第 ６ 条 各教科・科目の評価・評定は、「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知

識・理解」の４つの観点に対して総合的に行う。 

 

一．工業専門課程の評価・評定方法 

１．各教科・科目の評価・評定は、４段階、100点法を併用する。４段階による評定は、

各教科・科目の目標や内容に照らし、次のようにする。 

評 定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

評 点 ８０点以上 ６０～７９ ４０～５９ ４０点未満 

 



２．各教科・科目の成績は 100 点法で評価する。また、各学期の成績を算出し、４段

階法で表記する。 

３．100点法の評価は、講義８０～１００％、実習・演習８５％で点数化することを原

則とする。 

４．各教科・科目の評価が４０点未満の評定（４段階法のＤに相当する評価）は、こ

れを欠点とし、追試験等を受けなければならない。 

 

二．文化・教養課程の評価・評定方法 

１．各教科・科目の評価・評定は、5段階、100点法を併用する。５段階による評定は、

各教科・科目の目標や内容に照らし、次のようにする。 

評 定 特Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

評 点 ９０点以上 ８０～８９ ７０～７９ ６０～６９ ５９点未満 

２．各教科・科目の成績は 100 点法で評価する。また、各学期の成績を算出し、５段

階法で表記する。 

３．定期考査を欠席したものについては、定期考査実施日より３日以内に再考査を実

施し、素点の９０％で点数化することを原則とする。 

４．定期考査を正当な理由なしに実施回数の半数以上不受験の場合、その教科・科目

の評定はＤ判定となる。 

 

第４章 履修認定・単位修得 

（履修認定・単位認定・再履修条件） 

第 ７ 条 教科・科目の単位、履修および単位修得認定については、より適性を期するために

教科または教科担当者全員で確認したものを、教員会議において審議し、校長が決

定する。 

２．学年末において各教科・科目の欠課時間数が授業時間数の概ね２０％を越えないもの

に対し、その教科・科目の履修を認定する。 

３．学年末において、次の該当するものについて、その教科・科目の単位修得を認定する。

ただし、不認定者について、特別な事情があると認められた場合は、認定会議で審議

する。 

 

一．工業専門課程の認定方法 

○ 評価が４０点以上 

○ 総合評価の平均が６０点以上 

○ 各学科の欠課時間数が測量技術科にあたっては１２０時間、測量技術情報科にあたっ

ては６０時間、都市環境設計科にあたっては１２０時間、国際環境デザイン科にあた

っては１２０時間、国際情報ビジネス科にあたっては１２０時間を超えないものとす

る。ただし、欠課時間については単年度とする。 

 



二．文化・教養課程の認定方法 

○ 本校で定めた、その学年の履修科目を全て習得した者 

○ 出席すべき日数の８５％以上の日数を出席した者 

第 ８ 条 単位修得認定は公正かつ慎重に決定しなければならない。また単位修得が困難と認

められる者については、単位修得を決定する直前までにできる限りの学習機会を与

えて指導しなければならない。ただしその再受講については、教員会議において審

議し、校長が決定する。 

第 ９ 条 単位修得の認定および及落の判定は、認定会議の審議を経て校長が決定する。 

（進級認定） 

第１０条 各学年の認定は、本校が定めた教育課程において各教科・科目の全ての単位数を修

得し、その目標からみて満足できると認められた者について、進級認定会議の審議

を経て校長が決定する。 

（卒業認定） 

第１１条 卒業の認定は、原則として本校が定めた教育課程において各教科・科目のすべての

単位数を修得し、その目標からみて満足できると認められた者について、卒業認定

会議の審議を経て校長が決定する。 

 

第４章 学生の異動 

（休学および復学） 

第１２条 病気その他やむ得ない事由により出席することができない場合は、必要書類を添え

て校長に休学を願い出ることができる。 

２．校長は休学の事由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。 

３．休学中の者が復学しようとする場合は、必要書類を添えて校長に願い出て許可を受け

なければならない。 

（退学） 

第１３条 退学しようとする者は、必要書類を添えて校長に退学を願い出ることができる。 

２．校長は退学の事由を適当と認めるときは、退学を許可することができる。 

 

第５章 考査および評価・認定 

（定期考査） 

第１４条 工業専門課程の定期考査は、第１・２学期の期末考査および第３学期の学年末考査

とする。また文化・教養課程の定期考査は、第１学期の中間考査、期末考査および

第２学期の学年末考査とする。なお、考査に関する実施要領・学生心得等は別記す

る。 

 

（不正行為） 

第１５条 定期考査期間中に不正行為を行った学生については、当該教科・科目の得点を０点

とする。 



（評価・評定） 

第１６条 第３章に定める評価・認定の方法に基づいて、工業専門課程については 100 点法、

４段階法で行い、また文化・教養課程については 100点法、５段階法で行う。 

（各学期の期間の講義日数） 

第１７条 各学期の期間は次のとおりとする。 

一．工業専門課程の学期の期間 

第１学期    ４月１日から  ７月３１日まで 

第２学期    ８月１日から １２月３１日まで 

第３学期    １月１日から  ３月３１日まで 

 

二．文化・教養課程の学期の期間 

前  期    ４月１日から  ９月３０日まで 

後  期   １０月１日から  ３月３１日まで 

 

第６章 出欠等の取扱い 

第１８条 「講義日数」は講義を行った日数である。非常変災や伝染病予防のため休校、学級

閉鎖の日数は「講義日数」から差し引く。 

第１９条 下に掲げる事由で講義に出席できなかった学生については「出席停止取扱い」とす

る。 

（１）「忌引」として取り扱うもの。 

近親者が死亡した場合は次の基準により服喪することができる。 

１．父母（扶養者） ７日以内（一親等） 

２．祖父母・兄弟・姉妹 ３日以内（二親等） 

３．伯叔父母・曾祖父母・甥姪 １日以内（三親等） 

（２）法定感染症によるもの。 

① 「学校保健安全法施行規則」第１８条によるもの。 

１．感染症にかかっているとき。 

２．感染症にかかっている疑いのあるとき。 

３．感染症にかかるおそれのあるとき。 

② 「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条により、

出校することが困難な場合。 

（３）天災地変その他のやむをえない事由のとき。（その認定は校長が行う） 

第２０条 「出席日数」とは「出席しなければならない日数」から「欠席日数」を差し引いた

日数をいう。 

第２１条 「出席しなければならない日数」とは「講義日数」から第１９条（１）・（２）・（３）

号の日数を差し引いた日数をいう。 

第２２条 「欠席日数」とは「出席しなければならない日数」のうち病気またはその他の事由

で学生が欠席した日数をいう。 



第２３条 次の各項の事由で出席できなかった場合は「公欠」として取扱い、出席とみなす。（以

下の条項については校長が承認する） 

（１）学校が公的な事由で召喚したとき。 

（２）裁判の証人として召喚されとき。 

（３）学校より命じられ、校外の諸行事に学校を代表して参加したとき。 

（４）就職または進学のための試験を受験するものは「公欠」扱いとする。 

（５）日常通学に使用する交通機関の事故・遅延等があり、その届を提出し担任が認め

たとき。 

（６）その他学校が必要と認めて許可したとき。 

第２４条 「遅刻」とは各教科・科目の講義の始業時間に遅れて出席することをいう。 

第２５条 「早退」とは各教科・科目の講義の就業時間を途中で退場することをいう。 

第２６条 「欠課」とは各教科・科目の講義に出席した時間が、規定の時間に満たないことを

いう。 

 

第７章 各種記録ならびに資料 

（学生指導要録） 

第２７条 学生指導要録は下記のことがらについて、別紙資料により作成し、各課程により厳

重に保管する。 

○学籍に関する記録 ○各教科・科目の履修単位数の記録 

○指導に関する記録 ○特別活動の記録 

○指導上参考となる諸事項 ○出校の記録 

（入学者の願書・調査書・住民票） 

第２８条 入学者の願書・調査書・住民票は、学生の教育指導上の資料として、事務が厳重に

保管する。 

（休学・復学・退学） 

第２９条 休学・復学・退学を希望する学生については、所定の用紙に願書を作成し、病気に

よる休学・復学の場合は医師の診断書を添え、校長に願い出て許可を受けるものと

する。なお、処置日付は関係者の決定日付を統一して用い、出席簿、学生指導要録

に記録する。 

 

第８章 賞 罰 

（褒賞） 

第３０条 本校在学中において、特に優秀な成績を修めた学生や、本校の充実発展に広く貢献

し、顕著な功績を修めた学生に対しその栄誉を称え、表彰する。なお褒賞に関する

規定は別に定める。 

 

 

 



（懲戒・処分） 

第３１条 学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があ

ったときは、校長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。なお、懲戒

処分の種類は訓告・停学及び退学の３種とする。 

２．校長は、次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることができる。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

（３）正当な理由がなく出席が常でない者 

（４）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 


